
東京都北区議会 

平成 19 年第 2 回定例会で可決した意見書・決議 

 

 

 

・ 原爆症認定制度の抜本的な改善を求める意見書 

・ 「消えた年金」問題の解決を求める意見書 

・ 子ども医療費無料化に関する意見書 

・ 介護施設における看護職員の配置に関する意見書 



 
 
 

原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
な
改
善
を
求
め
る
意
見
書 

  

昭
和
二
十
年
八
月
、
広
島
、
長
崎
市
に
投
下
さ
れ
た
比
類
な
き
原
子
爆
弾
は
、
多
く
の
尊
い
生
命
を
一

瞬
に
し
て
奪
っ
た
。
か
ろ
う
じ
て
一
命
を
と
り
と
め
た
被
爆
者
も
、
生
涯
癒
す
こ
と
の
で
き
な
い
傷
跡
と

後
遺
症
を
残
し
、
不
安
な
生
活
を
続
け
て
い
る
。 

 

平
成
六
年
十
二
月
に
制
定
さ
れ
た
「
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
」
で
は
、
原
子

爆
弾
の
放
射
能
な
ど
に
よ
る
健
康
被
害
に
苦
し
む
被
爆
者
に
対
し
、
国
の
責
任
に
お
い
て
保
健
、
医
療
及

び
福
祉
に
わ
た
る
総
合
的
な
援
護
対
策
を
講
じ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
厚
生
労
働
省
は
、

原
爆
症
を
認
定
す
る
審
査
の
方
針
と
し
て
、
科
学
的
な
知
見
に
よ
る
原
因
確
率
な
ど
を
厳
密
に
適
用
し
、

機
械
的
な
判
定
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
約
二
十
六
万
人
の
被
爆
者
の
う
ち
、
原
爆
症
と
認
定
さ
れ

た
の
は
、
わ
ず
か
一
％
に
も
満
た
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
原
爆
症
の
認
定
を
求
め
る
訴
訟
が
全
国
各
地
で
行
わ
れ
て
き
た
。
昨
年
か
ら
、

大
阪
、
広
島
、
仙
台
地
裁
に
お
い
て
原
告
の
訴
え
を
認
め
る
判
決
が
出
さ
れ
、
名
古
屋
、
東
京
地
裁
に
お

い
て
も
一
部
原
告
の
訴
え
を
認
め
る
判
決
が
出
さ
れ
た
。
今
年
三
月
の
東
京
地
裁
の
判
決
で
は
、「
科
学
的

根
拠
の
存
在
を
厳
密
に
求
め
る
こ
と
は
、
被
爆
者
救
済
を
目
的
と
す
る
法
の
趣
旨
に
沿
わ
な
い
。
」
と
し
て
、

厚
生
労
働
省
の
審
査
の
方
針
を
批
判
し
た
。 

 

厚
生
労
働
省
は
、
こ
う
し
た
認
定
す
べ
き
と
の
判
決
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
控
訴
し
、
結
果
と

し
て
認
定
を
拒
ん
で
い
る
。
被
爆
か
ら
六
十
年
以
上
が
経
過
し
、
被
爆
者
も
高
齢
と
な
り
、
今
年
三
月
に

判
決
を
受
け
た
東
京
原
告
団
三
十
人
も
、
提
訴
の
間
に
十
一
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、

司
法
判
断
を
踏
ま
え
て
、
原
爆
症
認
定
制
度
の
改
善
を
行
い
、
早
期
に
被
爆
者
を
救
済
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
被
爆
者
の
救
済
を
最
優
先
す
る
視
点
に
立
ち
、
原
爆
被
害
の
実

態
に
見
合
っ
た
原
爆
症
認
定
制
度
と
し
て
抜
本
的
に
改
善
す
る
こ
と
を
求
め
る
。 

 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
日 
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「
消
え
た
年
金
」
問
題
の
解
決
を
求
め
る
意
見
書 

  

公
的
年
金
制
度
は
老
後
の
所
得
保
障
を
実
質
的
に
支
え
て
い
く
主
柱
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
国
民
年
金
、
厚
生
年
金
合
わ
せ
て
五
一
〇
〇
万
件
に
及
ぶ
年
金
記
録
が
未
結

合
と
な
っ
て
い
る
問
題
や
、
新
た
に
入
力
さ
れ
て
い
な
い
年
金
記
録
が
一
四
〇
〇
万
件
を
こ
え
る
こ
と
が

明
ら
か
と
な
り
、
公
的
年
金
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
ゆ
る
が
す
深
刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

 

今
回
の
問
題
は
、
保
険
料
を
納
め
て
き
た
国
民
に
は
非
が
な
い
。 

 

政
府
は
、
国
民
の
不
安
を
解
消
し
、
こ
の
事
態
の
全
容
解
明
と
立
証
責
任
を
い
っ
そ
う
自
覚
し
、
国
民

の
年
金
受
給
権
を
守
る
た
め
に
、
国
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
全
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
速
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。 

 
記 

 

一
、
被
保
険
者
、
受
給
者
全
員
に
納
付
記
録
を
送
付
し
、
そ
の
点
検
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
。 

二
、
未
結
合
の
年
金
記
録
は
国
の
立
証
責
任
で
持
ち
主
を
確
定
す
る
こ
と
。 

三
、
記
録
証
拠
な
し
で
も
、
状
況
証
拠
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
認
め
受
給
漏
れ
の
全
面
解
決
を
は
か
る
こ
と
。 

四
、
身
近
な
窓
口
の
相
談
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。 

五
、
年
金
積
立
金
の
運
用
情
報
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
使
途
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
今
後
検

討
す
る
こ
と
。 

  

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
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子
ど
も
医
療
費
無
料
化
に
関
す
る
意
見
書 

 
全
国
的
に
少
子
化
が
進
ん
で
い
る
中
、
東
京
都
で
は
出
生
率
が
平
成
十
八
年
、
一
・
〇
二
と
若
干
、
改

善
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し
て
全
国
で
最
下
位
で
あ
る
。 

二
十
三
区
で
は
す
で
に
、
子
育
て
支
援
策
と
し
て
、
中
学
三
年
生
ま
で
の
医
療
費
を
無
料
に
す
る
子
ど

も
医
療
費
助
成
を
、
大
半
の
区
で
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
中
、
都
知
事
は
少
子
化
対
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
中
学
三
年
生
ま
で
の
医
療
費
負
担
を
ゼ
ロ

に
す
る
」
と
打
ち
出
し
た
。
東
京
都
が
こ
れ
を
実
施
す
れ
ば
、
各
区
は
更
な
る
子
育
て
支
援
の
充
実
を
す

す
め
る
環
境
が
財
源
的
に
も
確
保
さ
れ
、
歓
迎
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
東
京
都
に
対
し
、
中
学
三
年
生
ま
で
の
子
ど
も
医
療
費
無
料
化
を
所
得
制
限
な

し
で
、
す
み
や
か
に
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

 

平
成
十
九
年
六
月
二
十
九
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介
護
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
の
配
置
に
関
す
る
意
見
書 

  

高
齢
化
が
す
す
む
中
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の
介
護
施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
方
の
介
護
度
は

要
介
護
四
、
五
の
重
度
の
方
や
医
療
管
理
が
必
要
な
方
の
割
合
が
高
く
、
夜
間
の
看
護
職
員
の
体
制
充
実

や
医
療
と
の
連
携
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
大
都
市
に
お
け
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
夜
間
看
護
職
員
の
配
置
は
約
六
％

に
す
ぎ
ず
、
配
置
さ
れ
て
い
る
施
設
に
お
い
て
も
、
常
勤
看
護
職
員
の
確
保
が
困
難
と
な
り
、
待
機
職
員

の
非
常
呼
び
出
し
と
い
う
オ
ン
コ
ー
ル
体
制
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。 

 

そ
の
背
景
に
は
、
高
度
医
療
へ
の
看
護
職
配
置
の
診
療
報
酬
が
充
実
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
看
護
職
需

要
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
が
生
じ
、
福
祉
職
場
を
選
択
す
る
看
護
職
が
減
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
大
都
市
に

お
け
る
介
護
報
酬
が
全
国
に
比
べ
て
も
四
・
八
％
（
二
十
三
区
）
の
上
乗
せ
に
す
ぎ
ず
、
都
内
の
施
設
長

会
の
中
で
も
看
護
職
確
保
の
で
き
る
介
護
報
酬
の
改
善
が
必
要
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
本
区
議
会
は
政
府
に
対
し
、
介
護
施
設
入
所
者
の
安
全
を
保
障
す
る
た
め
に
、
大
都
市
の
介

護
施
設
に
お
け
る
看
護
職
員
確
保
の
介
護
報
酬
引
き
上
げ
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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九
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